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終生飼養の指導

平成24年動物の愛護及び管理に関する法律改正
・飼い主責任の徹底
・適正な繁殖に関わる措置の努力義務

飼い主による譲渡の支援

所有者から求められる場合には
その引取りを拒否できる事由が明記された 



関連した相談が増加し、対応に苦慮している 

地域からの孤立、生活環境悪化という福祉や地域での
継続的支援を必要とする事例も少なくない  

① 飼い主の生活状況
ペットがいるから入所や入院できない

② 動物の状態
世話が十分にできないことによるペットの健康状況悪化

③ 周辺の生活環境
糞尿の処理が十分でなく、近隣の生活環境悪化 

急な体調不良 

社会福祉部局（以下福祉部局）と連携をした対策を試みた 社会福祉部局と連携をした対策を試みた 



R3.５  譲渡ボランティアと話合い
　　　（支援の早期対応の必要性の確認）

R3.10 ～12 ケアマネージャーに協力を依頼したアンケートの実施

R4.9～11  民生委員に協力を依頼したアンケートの実施

高齢飼い主へのアンケートの実施を決めた
・アンケート内容の検討  ・アンケート実施方法の検討

相互理解のために、各関係部署と話し合いを重ねた

R3.9  関係各の社会福祉部局に相談

　　　（保健所福祉担当・沼津市動物愛護担当・沼津市福祉部局担当）



表面は
協力していただく社会福祉関係者の方へのお願いや趣旨を記載
依頼者は、市と保健所の連名とした。

個人情報を含むことから、回答者
は本人とし、必要な場合は代筆を
することとした。 

裏面は 
高齢飼主へのアンケート



裏面

支援のための連絡の窓口を、行政
以外にボランティアを選択できる
ようにした

 状況の把握を優先し、記載しやす
いよう、無記名回答を可能とした 



（ n=87 ケアマネージャー46件　民生委員41件） 

①アンケート記入者 ②飼育動物の種類 ③飼育頭数 

アンケートの記入者は約60％が代筆であり
情報発信にも身近な人の支援が必要であることが示唆された 

51％44％

５％ 16％

19％

６５％

28％

25％

39％

８％



約半数の預け先がなく、その理由の大半は
預け先の検討をしていない

42％45％

11％

（ n=87 ケアマネージャー46件　民生委員41件） 

２％

④ペットの預け先 ④預け先無しの理由（内訳）

①預け先を検討していない

②預け先が見つからない

③施設に預ける費用が払えない

④頭数が多く預け先で断られた

⑤その他

預け先
無
42％



支援を必要とする回答が40％であり、そのうち、ボランティアからの支援を希望
する回答もあった。 

39％

61％

（ n=87 ケアマネージャー46件　民生委員41件） 

Ｎ＝30

⑤支援を必要とするか

①行政から連絡がほしい

②ボランティアから連絡がほしい

③自分から連絡する

④未記入

必要
39％



地域の
「見守り動物ボランティア」
として長期的な対応を実現

可能な活動を選択

動物ボランティアへの
アンケートを作成

ボランティアの支援を
希望する回答が複数あった



入院したら誰かが保護
してくれるだろう

高齢者のペット問題を
どこに相談していいか

分からない

問題把握ができず、
対応が遅れてしまう

・保健所
・市町動物行政担当

今後の課題
・動物愛護行政への理解を深める
  →社会福祉部局との情報共有と啓発の協力依頼
・問題の早期発見
  →高齢飼い主の身近な見守りボランティアの育成

高齢飼い主 福祉担当課



連携

・動物愛護担当部署
・社会福祉担当部署
・生活保護担当部署

・市や町との連携
・動物ボランティア  
 との連携・育成

・譲渡ボランティア
・繁殖制限ボランティア

・高齢者の見守り
・早期発見のため、本人
 との良好な関係作り

・地域で支援が必要な人
 の見守り
・早期発見のための 
 情報提供

高齢
飼い主

市役所町役場

保健所

民生委員
ケアマネージャー

動物ボランティア

地域の「見守り動物
ボランティア」

相談

支援

支援
見守り

連携

情
報
共
有

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

連携

相談

支援

地域の「見守り動物ボランティア」
の役割と支援の枠組み

指導

身近な見守りが必要である高齢飼い主のための
地域の関係機関と連携した支援の枠組みを構築


